
 

 

稲沢市ごみボックス設置費補助金交付要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、家庭から排出される廃棄物（以下「ごみ」という。） 

の飛散防止及び鳥獣によるごみ散乱防止を図るため、ごみ集積場所に

ごみボックスを設置する行政区に対し、予算の範囲内において稲沢市

ごみボックス設置費補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

により、地域における環境保全を図ることを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号  

に定めるところによる。  

⑴  行政区  稲沢市区長設置に関する規則（昭和３０年稲沢市規則第

６号。以下この条において「規則」という。）第１条に規定する行政

区をいう。 

⑵  区長  規則第２条に規定する区長をいう。  

⑶  ごみ集積場所 行政区と市が協議して定めたごみの排出場所をい  

う。  

⑷  ごみボックス   ごみを収納するために用いる箱状のネット又は格

子金網で覆われた折りたたみ式又は据置式のもので、ごみを収集す

る際に、原則内部への進入を要しない形状で耐久性のあるものをい

う。 

 （ごみボックスの設置）  

第３条 ごみボックスの設置に当たっては、道路上又は歩道上に設置す

る場合にあっては折りたたみ式のごみボックスを設置するものとし、



 

 

私有地等に設置する場合にあっては折りたたみ式又は据置式のごみボ

ックスを設置するものとする。  

 （補助対象者）  

第４条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満た

す行政区とする。  

⑴  設置したごみボックスを適正に維持管理できること。  

⑵  ごみボックスの設置について、関係法令及び別表に定めるごみボ

ックス設置承認基準（以下「承認基準」という。）を遵守できること。  

 （補助金の額）  

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において決定し、ごみボックス１

台当たりの購入金額に４分の３を乗じて得た額（１，０００円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）とし、３０，０００

円を限度とする。  

２  ごみボックスの設置は、一のごみ集積場所につき、２台までとする。

この場合において、補助金の額は、１台当たりの補助金額を合計した

ものとする。 

３  前項に規定する購入金額は、ごみボックス本体のみの購入金額とす

る。 

（協議）  

第６条 補助金の交付を受けようとする行政区の区長は、稲沢市ごみボ

ックス設置協議書（様式第１。以下「設置協議書」という。）に次に掲

げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければ

ならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、設置協議書



 

 

の提出に替え、市長が別に指定する方法によることも可とする。  

⑴  ごみ集積場所位置図 

⑵  ごみ集積場所の写真 

⑶  設置するごみボックスの本体の形状が確認できるもの  

⑷  稲沢市ごみボックス設置に係る誓約書（様式第２）  

⑸  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２  市長は、前項の設置協議書が提出されたときは、承認基準に照らし、

その内容を審査するとともに現地調査及び協議を行い、速やかにごみ

ボックス設置の可否を決定するものとする。 

３  市長は、前項に規定する協議により、ごみボックスの設置の全部又

は一部を認めたときは、稲沢市ごみボックス設置承認通知書（様式第

３）により、第１項の設置協議書を提出した行政区の区長に通知する

ものとする。 

４  市長は、第２項に規定する協議により、ごみボックスの設置が承認

基準に適合しないと認めたときは、稲沢市ごみボックス設置不承認通

知書（様式第４）により、第１項の設置協議書を提出した行政区の区

長に通知するものとする。  

（交付申請）  

第７条 前条によりごみボックスの設置が完了した行政区の区長は、稲

沢市ごみボックス設置費補助金交付申請書兼請求書（様式第５。以下

「交付申請書兼請求書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長が

別に定める日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が

やむを得ないと認めるときは、交付申請書兼請求書の提出に替え、市



 

 

長が別に指定する方法によることも可とする。 

⑴  購入した金額（本体価格、消費税及び地方消費税の額に限る。）が  

確認できるもの  

⑵  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（交付の決定及び通知）  

第８条 市長は、前条の交付申請書兼請求書が提出されたときは、その

内容を審査するとともに現地調査を行い、補助金の交付を決定したと

きは、稲沢市ごみボックス設置費補助金交付決定通知書（様式第６）

により前条の交付申請書兼請求書を提出した行政区の区長に通知する

ものとし、補助金を交付しないと決定したときは、稲沢市ごみボック

ス設置費補助金交付不承認通知書（様式第７）により前条の交付申請

書兼請求書を提出した行政区に通知するものとする。 

２  補助金の交付は、行政区が指定する金融機関等の預金口座への口座

振替によるものとする。  

（交付決定の取消し）  

第９条 市長は、前条第１項の規定による補助金の交付決定を受けた行

政区が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。  

⑴  行政区が、ごみボックスの設置を取りやめたとき。  

⑵  偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補

助金の交付を受けたとき。  

（補助金の返還）  

第１０条  市長は、前条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部



 

 

を取り消した場合には、既に交付した補助金の全部又は一部を返還さ

せることができる。  

 （補則）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

付  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（失効）  

２  この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。  


